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　●　盗難、暴力被害、交通事故の届け出 １１０番
く近、は又 　　　 の警察署・交番・駐在所へ

　●　行方不明者の届け出 各警察署生活安全課へ

　●　登山の届け出 警察本部地域課へ　または山岳を
管轄する警察署、交番、駐在所へ

  ●　警察安全相談
　　　 警察署住民安全相談所又は県民安全相談センターへ ＃９１１０

または（０１８）８６４－９１１０
ＦＡＸ　（０１８）８６４－８９９９

　●　警察への要望・意見・苦情等
　　　 ０１１０－４２８）８１０（係聴広報広署察警各

９９９８－４６８）８１０（　ＸＡＦへ番０１１声の民県、はたま　 　　
　　　 電話・手紙・ホームページでも受け付けています。

　●　性犯罪被害等の相談
　　　 ）んさトーハ（３０１８＃課一第査捜部本察警
　　　 ）ルヤイダーリフ（ ０１１－８２０－０２１０話電談相害被罪犯性

　●　サイバー犯罪の相談・情報
（　番０１１罪犯ーバイサ 　　　 ０１８）８６５－８１１０
E-Mail：mail_110@gaea.ocn.ne.jp

　●　少年の悩み事相談
（話電こびまや 　　　 ０１８）８２４－１２１２（FAX・電話兼用）
（ータンセ・ィテフーセ・ドルイャチ 　　　 ０１８）８３１－３４２１

　　　 警察署少年サポートセンター

　●　犯罪や交通事故の被害に関する悩み相談
　　　 （公社）秋田被 ７３９５－３９８）８１０（ータンセ援支者害

０１２０－６２－８０１０（フリーダイヤル）
（月～金　１０：００～１６：００　祝日、年末年始を除く）

　●　暴力団に関する相談
　　　 （公財）暴力団 ９８９８－４２８）８１０（議会民県田秋滅壊

０１２０－８９３－１８４（フリーダイヤル）
（月～金　９：００～１７：００　祝日、年末年始を除く）

　●　薬物・拳銃・虐待・人身取引等の情報提供
　　　 ）ルヤイダーリフ（９３８－４２９－０２１０ルヤイダ報通名匿

(月～金　９：００～１８：１５）
pj.42iemukot.www付受ンイランオ間時42 　　　

       モバイ i/pj.42iemukot.wwwトイサ用ル

  ●　自動車運転免許に関するお問い合わせ　
　　　 更新・再交付・国外免許に関する相談 （０１８）８２４－３７３８
　　　 試験・免許証の失効手続きに関する相談 （０１８）８６２－７５７０
　　　 ２２８３－４２８）８１０（談相るす関に分処政行等止停
　　　 病気の方の免許取得、更新等運転適性に関する相談 （０１８）８２４－０６６０

（０１８）８２４－０７０６　＃８０８０（ハレバレ）

　●　運転免許テレホンサービス
　　　 ００１６－４２８）８１０（き続手新更
　　　 ００２６－４２８）８１０（験試許免
　　　 ００３６－４２８）８１０（き続手付交再
　　　 ００４６－４２８）８１０（き続手効失の証許免
　　　 ００５６－４２８）８１０（き続手許免外国

　●　交通情報（日本道路交通情報センター）
　　　 ）用専SHP・帯携（１１０８＃ルヤイダ縮短帯携
　　　 ）スンダイガ声音（６６６６－９６３３－０５０ルヤイダ通共国全
　　　 ）用専答応動自（００７６－９６３３－０５０ルヤイダ速高国全
　　　 １６７６－９６３３－０５０報情速高方地北東
　　　 ５０６６－９６３３－０５０報情田秋

　●　警察本部庁舎の見学申込み
　　　 １１１１－３６８）８１０（課聴広報広部本察警

　●　警察音楽隊の演奏申込み 各警察署広報広聴係
または、警察本部広報広聴課へ

　●　秋田県警察　Twitter アカウント名　「秋田県警察本部」  「＠akita_mamoru_ai」

　●　秋田県警察　採用Twitter アカウント名　「秋田県警察　採用係」  「＠api_saiyo」

　●　秋田県警察　採用Instagram アカウント名　「秋田県警察　採用係」  「api_saiyo」

４　各種申込み

５　その他　各種情報発信、警察官採用試験情報

窓口の御案内　　 事件・事故等でお急ぎの場合は、１１０番通報してください

１　各種届出

２　警察本部等への相談

３　各種お問い合わせ先
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犯罪の起きにくい社会づくりの推進
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鍵掛け等盗難被害防止対策
　街頭指導や駐車場等のロックパトロール、各種広報啓発活動等を推進し、鍵
掛けによる盗難被害の防止に努めています。

店舗等対象の強盗対策
　強盗事件は、波及性、連続性及び模倣性が高く、発生すれば地域住民に大き
な不安を与えることから、未然に防止することが重要です。
　そのため、被害の未然防止や発生時における犯人の早期検挙のため、金融機
関やコンビニエンスストア等に対する防犯指導や強盗対応訓練を実施するなど、
店舗等を対象とした強盗被害防止対策を推進しています。

街頭防犯カメラの設置
　犯罪の発生が多い地域に街頭防犯カメラを設置し、犯罪
の抑止を図っています。
　また、自治体や事業所等に対しても街頭防犯カメラの設
置を働き掛け、地域住民の安全・安心を確保するように努
めています。

広報啓発活動
　特殊詐欺被害を防止するため、県警ウェブサイトや「Yahoo! 防災速報」、「Twitter」等を活用し
た情報発信をはじめ、巡回連絡による防犯指導、各種会合における寸劇や防犯講話等の広報啓発
活動により、特殊詐欺の犯行手口を周知するよう努めています。
　また、特殊詐欺の被害に遭いやすい高齢者の被害を防ぐため、高齢者の子や孫世代の方にも働
き掛け、家族の絆で詐欺を防止するよう呼び掛けています。

൜ࡑࢭରࡦͷਪਐ
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　地域安全ネットワーク活動
　町内会等と情報連絡や支援のネットワークを構築し、各種広
報媒体や研修会等を通じて防犯に必要な情報を発信するととも
に、様々な機会を通じて地域の要望を把握し、これを警察活動
に反映するように努めています。
　また、団体相互の連携を図る交流会や防犯イベントを開催す
るなど、重層的な防犯ネットワークによる地域安全活動を推進
しています。

　事業者との連携　

　犯罪の起きにくい社会づくりを実現するため、地域の事業者
と積極的に連携し、協定や覚書に基づき、事業者による地域の
見守り活動や犯罪の被害防止に関する啓発等の活動を支援する
など、地域社会と一体となった安全・安心まちづくりを推進し
ています。

　水際対策
　金融機関やコンビニエンスストア等との連携を強化し、声
掛けや通報により被害を防止するための訓練を実施したり、
コンビニエンスストア全店舗に「電子マネー被害防止封筒」
を配布し、電子マネー購入者への積極的な声掛けを促すなど、
水際対策を強化しています。

　物理的な被害防止対策
　自動通話録音機の設置や常時留守番電話設定の推奨、ＡＴ
Ｍ利用限度額の引下げ促進など、物理的な対策を推進すると
ともに、特殊詐欺に対する社会全体の抵抗力を高め、被害防
止に努めています。

　「子供１１０番の家」
　教育機関や自治体等と連携して子供の安全対策を推
進しており、通学路周辺の児童の安全確保に取り組む
ボランティア（「子供１１０番の家」等）に対し、研
修会の実施や情報発信を行うなど、自主的な活動を支
援しています。

　高齢者安全・安心アドバイザーの活動
　高齢者の交通事故及び各種犯罪被害を防止するた
め、高齢者安全・安心アドバイザーが、高齢者宅への
訪問や各種会合等を活用した交通安全指導及び防犯指
導を行っています。

Ҭ҆શ׆ಈͷਪਐ
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地域安全活動の推進
ͷଈԠނࣄɾ݅ࣄ

　県内の交番（48 か所）、駐在所（99
か所 ) 等の警察官は、事件・事故が発
生 し た 際、 現 場 へ 急 行 し、 被 害 者 の
救護や犯人の逮捕等の初動警察活動を
行っています。県警察では、警察官が
迅速に現場に駆けつけられるように、
１１０番通報の受理や警察署への指令
を行うシステムを整備するとともに、
事件・事故に即応するため、パトカー
の活用による機動力の強化に努めてい
ます。

ύτϩʔϧ׆ಈ

८ճ࿈བྷ

　地域警察官は、昼夜を分かたず常に警戒態勢を保ち、犯罪の取締りや事件・
事故の発生を未然に防止するため、犯罪や交通事故の多発する時間帯・地域に
重点を置いたパトロール活動を行っています。
　また、通学路における見守り活動や、街頭監視を行い、地域住民が安心して
暮らせる環境づくりに努めています。

　地域警察官は、各家庭等を訪問し、犯罪の予防、交通事故の抑止等の指導や、
地域住民の意見要望等の聴取、さらには地域の実情を把握するため、巡回連絡
を行っています。
　特に、県内では、高齢者が被害者となる特殊詐欺や交通事故が多発している
ため、高齢者安全・安心アドバイザーと連携し、高齢者を事件や事故から守る
ための広報活動を重点的に行っています。
　令和２年中は、新型コロナウイルス感染症対策として、地域住民との面接中
はマスクやフェイスシールドを着用し、一定の間隔を保つなど密接状態となら
ないように配意した活動を行っています。

ใൃ৴׆ಈ
　地域住民に、身近で発生している事件・事故の発生状況や、その
防止対策などを掲載した「ミニ広報紙」を発出し、被害防止の広報
を行っています。
　また、特殊詐欺や交通事故への注意喚起、山岳遭難、クマの出没
など、地域住民に早急に広報すべき事案について、交番・駐在所速
報の発出のほか、防災無線やコミュニティＦＭを利用してタイム
リーに情報提供しています。
　令和２年中は、ミニ広報紙を県内の各交番・駐在所において、概
ね月に１度の割合で発行しています。
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　地域住民から「交番には警察官が常にいて欲しい」「パトロール
を強化して欲しい」という要望に応えるため、警察官が不在のと
きでも、来訪者の応対や困りごと相談を受けられるように、県内
の交番に交番相談員を配置しています。
　また、交番・駐在所には緊急通報装置が設置されており、警察
官が不在の時は、受話器を取るだけで管轄警察署と連絡が取れる
ように支援機能の充実を図っています。

　令和２年中は、山岳遭難・水難救助活動で延べ 667 人の警察官
が出動しました。
　県警察では、山岳遭難救助訓練など技術の向上に努めているほ
か、山岳遭難や水難事故防止の広報活動などを行っています。

　令和２年中は、クマの目撃情報が多く寄せられましたが、目撃
情報や被害情報を受理した際は、速やかに現場臨場し、住民の安
全対策や警戒活動を実施しています。
　また、自治体等の関係機関とも連携し、学校等の周辺施設に対し、
広報活動を通じた被害防止の呼び掛けや注意喚起を行っています。
　例年５月の第３土曜日は「クマ被害防止の日」として、看板の
設置やチラシの配布によりキャンペーンを行っています。

　平成 12 年に、警察用航空機としてヘリコプター「やまどり」を
警察航空隊に配備しています。
　機体は 10 人乗りの川崎式 BK117C － 1 型ヘリコプターで、ヘリ
コプターテレビシステムを装備しています。
　「やまどり」は、遭難者の捜索・救助をはじめ、事件捜査や警備、
交通活動など、様々な活動を行っています。

ધ　ഫ

　令和元年に更新された新型警備艇「あおさぎ」（全長約 14 メー
トル、赤色回転灯・サイレン・レーダーを装備）を秋田臨港警察
署に配備しています。
　「あおさぎ」は日本海沿岸の水上パトロールを行い、拳銃や覚醒
剤などの密輸事犯、公害事犯、密入国者の取締り、水難救助など
の水上警察活動を任務としています。
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犯罪の検挙と抑止のための基板整備

子供・女性を守る対策
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　事件発生時には、管轄の警察官、機動捜
査隊員等が現場に急行し、犯人の確保や二
次被害の防止措置等を実施するなど初動警
察活動を強化しています。
　また、重要犯罪や重要窃盗犯の早期検挙
のため、捜査・鑑識・科学捜査部門が一体
となり、組織的捜査活動を推進しています。

　令和２年２月に通信指令システムを更新
するなど、通信指令機能の強化及び事案対
応力の向上等を図っています。

　１１０番は、県内どこから掛けても警察本部につながり、緊急性のある事件・事故のほか、不審者情報等についても
通報をお願いしています。通報を受理した通信指令課では、直ちに通報内容を管轄の警察署や出動中のパトカー等に指
令し、警察官を現場に急行させるとともに、必要に応じて緊急配備等を発令しています。　
　また、１１０番全体の７割以上を占める携帯電話からの
通報に的確に対応するため、音声通話と同時に通報者の位
置情報が通知されるシステムを導入し、事件・事故現場へ
速やかに臨場できるよう努めています。
　このほか、聴覚や言語の不自由な方のために、
　　○メール１１０番（mail_110@gaea.ocn.ne.jp）
　　○ＦＡＸ１１０番（018-823-1110）
　　○１１０番アプリシステム
を運用しています。

非行・犯罪被害防止教室
　県警察では、学校と連携し、小学校等において学年や理解度に応じ、「なま
はげＮＥＷＳ隊」を活用した寸劇やロールプレイ方式等による、子供参加・体
験型の非行・犯罪被害防止教室を開催しています。
　また、教職員に対しては、不審者が学校に侵入した場合の対応要領の指導を
行っています。

　県警察では、児童・生徒を対象とした性犯罪等を未然に防止するため、その
前兆とみられる声掛け、つきまとい等の段階で行為者を特定し、検挙、指導・
警告等の措置を講じるなど、先制・予防的活動を積極的に推進しています。

　県警察では、女性従業員が多く就業する事業所等を対象とした研修会を実施
し、防犯対策のポイントや護身術を教示するなどして、女性が犯罪被害に遭わ
ないための取組を推進しています。
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　インターネットの利用に起因する犯罪被害から少年を守る活動
　近年、中学生・高校生だけでなく、低年齢層の児童にもインターネットの利用
が広まっています。インターネット上には残酷な暴力シーンや過激な性描写等を
含むものなど、児童に有害な影響を与える情報が氾濫しているほか、スマートフォ
ン等からＳＮＳ等を利用して児童が性犯罪等の被害に遭う事例が後を絶ちません。
　県警察では、情報モラル教室や広報活動を通して、少年や保護者に対しフィル
タリング機能の利用を呼び掛けるとともに、携帯電話販売店等に対しても販売時
におけるフィルタリングの推奨を要請するなど、インターネットの利用に起因す
る少年の非行防止と犯罪被害防止活動を行っています。

　人身安全関連事案とは、恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案、行方不明事案、児童・高齢者・障害者虐待事案等
の人身の安全を早急に確保する必要の認められる事案の総称をいい、次の対応を図っています。

　ストーカー事案への対応
　県警察では、ストーカー行為等の規制等に関する法律や刑法等の法令を適用して、ストーカー行為者の検挙に努めてい
るほか、被害者の意思等を踏まえて警告や禁止命令、必要な援助等の行政処置を講じるなど、被害者の安全確保に努めて
います。

　配偶者からの暴力事案への対応
　県警察では、配偶者からの暴力事案に対して、暴行等の違法行為者の検挙に努めているほか、被害者の意思等を踏まえ、
加害者に対する指導・警告等の措置、避難に対する支援を行うなど、被害者の安全確保に努めています。

　行方不明事案への対応
　県警察では、行方不明者を早期に発見するために、関係者等から行方不明状況の詳細な聴取を行い原因の究明に努める
とともに、関係機関に対する迅速な手配や捜索活動等を行っています。

　児童虐待事案への対応
　県警察では、児童虐待が疑われる事案を認知した場合において、児童の安全確保を最優先として、速やかに児童との面
接や保護者等に対する事情聴取を行うほか、家庭内の状況を確認して児童虐待の早期発見に努めるとともに、必要な捜査
を積極的に行い、事態が深刻化する前に児童を保護することができるように努めています。

　高齢者・障害者虐待事案への対策　

　県警察では、高齢者・障害者虐待が疑われる事案を認知した場合において、速やかに被害者の安全を確保するための保
護措置を執るとともに、行為が刑罰法令に触れる場合には、速やかな捜査を行うなどの対応を執っています。また、法の
規定に基づき、市町村又は地域包括支援センターに対する通報等を行っています。

　少年の社会参加活動
　県警察では、少年保護育成委員や大学生少年サポーターなどと連携し、学習や
スポーツ活動を通じた少年の立ち直り支援を行っているほか、地域住民と協力し
て、社会奉仕や伝統行事への参加など少年の社会参加活動を行っています。

গ年ͷඇ行ࢭରࡦ

ਓ҆શؔ࿈ࣄҊͷରॲ

　少年の薬物乱用防止活動
　県警察では、少年の薬物乱用を防止するため、薬物乱用少年の早期発見・補導に努めるとともに、学校や関係機関と連
携して、薬物乱用防止教室や街頭キャンペーンを実施しています。
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生活経済事犯対策の推進

ࡦ൜ͷରࣄࡁܦ׆ੜ͔͢ڴΛ׆ຽੜݝ

ࡦ൜ͷରࣄΔ͢૪Λ્ڝͷެਖ਼ͳࡁܦ

ࡦର͚ͨʹ࣋ͷอڥ׆ͳੜྑ

αΠόʔۭؒͷڴҖͷରॲ

サイバー空間を巡る脅威の情勢

　全国的に、事業や暗号資産（仮想通貨）への投資等で運用し、利益を配分するとうたって現金を集める利殖勧誘事犯や、
訪問販売、電話勧誘販売等で不実を告知するなどして商品の販売や役務の提供を行う特定商取引等事犯では、高齢者から
の相談の割合が高い一方で、若年層の割合も増加しており、悪質業者が幅広い世代を対象としている状況がうかがわれま
す。また、無登録で貸金業を営み、高金利で貸付けを行うヤミ金融事犯では、中小企業を対象としたファクタリングを仮
想して金銭の貸付けを行う事犯等も発生しています。
　県警察では、こうした悪質商法事犯等について、被害実態を早期に把握するため関係機関と連携し情報収集を行うとと
もに、被害回復と被害の拡大防止のため、早期の捜査着手や犯罪に利用された預貯金口座の金融機関への情報提供、携帯
電話等の解約に関する事業者への要請等犯行ツール対策を積極的に行っているほか、被害に遭わないための広報啓発活動
を推進しています。

　偽ブランド事犯等の商標権侵害事犯や海賊版事犯等の著作権侵害事犯は、イン
ターネットを利用して侵害行為が行われるケースが多く、このような知的財産権を
侵害する事犯の相談も後を絶たない状況となっています。
　そのため、サイバーパトロールや関係機関・団体等からの情報収集を推進すると
ともに取締りを強化しています。

　繁華街・歓楽街で行われる無許可風俗営業や客引き事犯、インターネット上にわいせつ画像を陳列する事犯などがみら
れることから、風俗営業所等への立入りや取締り、サイバーパトロール等による情報の収集に努めています。また、刃物
や猟銃、高圧ガス・ガソリン等の危険物は、適正な管理がされなければ、県民の生命、身体及び財産に重大な危害を及ぼ
すおそれがあるので、指導・取締りとともに、関係機関・団体と連携して事件・事故の未然防止に努めています。廃棄物
の不法投棄や焼却等の不適正処理事犯をはじめ、森林法違反、漁業法違反等の環境事犯は、秋田の自然環境を破壊すると
ともに、地域住民の日常生活や健康に直接関わる問題です。
　県警察では、悪質な環境事犯に対する取締りを強化するとともに、関係行政機関と連携しながら、各種警戒活動を推進
しています。

　県内ではＳＮＳサイトに不正アクセスされ、アカウントが削除されたり、海外からと思われる不正アクセスにより、事
業所のホームページに関する情報が削除されたなどの被害がありました。

サイバー犯罪の被害防止対策
　県警察ホームページに、サイバー犯罪に関する注意すべき情報を掲載し
ています。

秋田県警察大学生サイバーボランティアの活動
　県内の大学生が、違法薬物の販売広告や児童買春の斡旋等インターネッ
ト上の違法情報や有害情報を収集し、インターネットホットラインセン
ターに通報するボランティア活動をしています。

サイバー犯罪の取締りの強化
　県警察では、不正アクセス禁止法違反、インターネットバンキングに係る不正送金事犯等の取締りを推進すると
ともに、捜査官にサイバー研修を受講させて捜査技能の向上に努めています。

官民連携の推進
　県警察では、秋田県サイバー防犯連絡協議会やサイバー関連事犯に関する共同対処協定等を通じて、民間企業と
サイバーセキュリティに関する情報共有を推進しています。
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交通死亡事故の抑止
令和̎年தͷ
ަ௨ൃނࣄੜঢ়گ

　令和２年中に県内で発生した交通事故
は 1,377 件で、これらの事故により 37
人の尊い命が失われ、1,655 人の方が負
傷しました。
　発生件数、死者数及び負傷者数はいず
れも前年より減少し、特に発生件数及び
負傷者数は現行の統計法式を採用した昭
和 41 年以降で最少となりました。
　令和２年中の交通死亡事故の主な特徴
としては、
　・　死者数 37 人のうち、65 歳以上の
　　高齢者が 26 人と全死者数の 70.3％
　　を占めたこと
　・　歩行中の死者数 14 人のうち、65
　　歳以上の高齢者が 12 人と 85.7％を

Λਪਐ͠ɺࡦͷͨΊͷରࢭނࣄ警察Ͱɺަ௨ݝ　
ަ௨ނࣄͷͳ͍҆શͰ҆৺ͯ͠ΒͤΔळాݝͷ࣮現
ʹऔΓΜͰ͍·͢ɻ

ͷਪਐࡦରࢭނࣄͷަ௨ऀྸߴ

高齢歩行者対策
　高齢者安全・安心アドバイザーが、高
齢者宅を直接訪問し、交通事故防止等に
関する情報提供やアドバイスを行うこと
で、高齢者の安全で安心な生活の確保に
努めています。
　高齢歩行者の交通事故被害の防止を図
ることを目的に、歩行環境シミュレータ

「わたりジョーズ君」や反射材効果体験等
の交通安全教育機器等を活用した参加・
体験・実践型の交通安全教育を推進して
います。

高齢運転者対策
　過去に複数回交通事故を起こした 65 歳以
上の運転者に警察官が直接面会し、ドライブ
レコーダーを活用したきめ細やかな交通安全
指導を行っています。
　運転免許センターの安全運転相談窓口に、
全国統一の専用ダイヤル
　 「シャープハレバレ（♯８０８０）」
を設置し、運転に不安がある方や、その御家
族を対象にした安全運転相談体制の充実を
図っています。

　　占めたこと
　・　国道での死者数が 15 人と全死者数の 40.5％を占めたこと
などが挙げられます。

高齢者安全・安心アドバイザー

広報啓発チラシ

ドライブレコーダを活用した指導

歩行環境シミュレータ
「わたりジョーズ君」
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ަ௨҆શҙࣝΛཱ֬͢ΔͨΊͷަ௨҆શڭҭͱใ׆ൃܒಈͷਪਐ

ަ௨ނࣄͷੳ݁Ռʹͮ͘جରࡦ

　「歩行者ファースト」意識の普及・浸透
　横断歩道における「歩行者ファースト」意識
の普及・浸透を図るため、街頭キャンペーンに
よる広報啓発活動や、学校・企業を対象とした
交通安全教育など、関係機関・団体と連携し、
各種交通安全活動を推進しています。
　また、街頭活動を通じ、横断歩行者の保護誘
導活動や重大事故に直結する危険性の高い「横
断歩行者等妨害等違反」の指導取締りも強化し
ています。

　国道の交通事故防止対策
　令和２年中に国道で発生した交通死亡事故 14 件中 11 件 (78.6％ ) が県内の主要国道である国道７号と国道 13 号で発生
しています。
　このような実態を踏まえ、国道での重大交通事故を抑止するため、国道７号の「７」と国道 13 号の「13」に合わせて毎月「７
日」を 国道７号、毎月「13 日」を国道 13 号の交通指導取締り強化日に指定し、広く県民と県外からの道路利用者に注意
喚起を図っています。

　反射材の普及・促進活動
　交通安全キャンペーンで反射材を配布したり、
反射材の効果を体験する交通安全講習を開催し
ています。
　また、高齢者宅を訪問して基本的な交通ルー
ルや交通事故に遭わないための安全指導を行っ
ているほか、運転免許証を自主返納した方に反
射材エコバッグをお渡しするなど、反射材の普
及・促進活動を行っています。

歩行者の保護誘導活動

訪問による反射材貼付活動

広報啓発ステッカー

反射材エコバッグ

広報啓発ポスター
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県民生活に適応した交通環境の整備
　歩行者や車両などの道路利用者に
とって安全で快適な交通環境を構築す
るため、各種交通安全施設を整備する
とともに、現状の交通環境に即した交
通規制の実施や見直しを推進しており
ます。

ަ௨҆શࢪઃͷඋ
交通管制センター

　車両感知器や交通監視用カメラなど
の装置を用いて多様な交通情報を収集
し、それを基にコンピュータで信号機
を制御して、安全で円滑な交通流を確
保しています。

信号灯器の改良
　従来の電球式より視認性が高く、長寿命、省電力で地球
温暖化対策にも効果的なＬＥＤ式への更新を行っています。
　また、雪の影響を受けにくくするため、着雪防止型の信
号灯器の整備も進めています。

交通弱者を守る信号機
　車両の通行と歩行者等の横断を時間的に分離するための
歩車分離式信号機のほか、視覚障害者が安心して横断でき
るよう、歩行者用灯器の青色点灯時に音を連動させる視覚
障害者用付加装置など、交通弱者を守るための信号機の整
備を進めています。

エスコートゾーン
　視覚に障害のある歩行者を支援するため、横断歩道上に
突起体の列（点字ブロック様）を設置し、横断方向を示す
ものです。秋田駅前、秋田赤十字病院前、秋田県社会福祉
会館前等の交差点に設置しています。

「ゾーン３０」対策の推進
　生活道路、通学路における歩行者等の安全な通行を確保
するため、区域を定めて最高速度を３０キロに規制し、通
過交通の抑制等を図る「ゾーン３０」の整備を進め、歩行
者等に優しい交通環境の整備に努めています。
　ゾーン内には、速度規制標識、道路標示、広報用看板の
ほか、道路管理者と連携して横断歩道のカラー塗装、物理
的デバイス（狭さく）を設置して車両の走行速度の抑制等
を図っています。

交通規制の見直し
　地域住民・道路利用者等の要望・意見を踏まえ、現状の実態や交通環境に適応し、効果的で分かりやすい交通規制にな
るように見直しを進めています。   　

道路交通情報の提供
　道路利用者が安全で円滑に通行できるよう、警察や道路管理者が収集した道路交通情報を、カーナビやラジオ、警察の
交通情報板等を用いてリアルタイムに提供しています。

ަ௨ڥͷมԽʹଈͨ͠ަ௨੍ن
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重要犯罪・組織犯罪等への的確な対応

൜ࡑ
　県内の刑法犯認知件数は、平
成 13 年 の 1 万 2,768 件 を ピ ー ク
に減少傾向にあり、４年連続で
2,500 件を下回りました。
　令和２年の認知件数は 2,382
件で、前年に比べ 220 件（10.2％）
増加しました。
　検挙件数は 1,638 件で、前年
に 比 べ 68 件（4.0 ％） 減 少 し ま
した。
　検挙人員は 1,007 人で、前年
に 比 べ 23 人（2.3 ％） 増 加 し ま
した。
　検挙率は 68.8％で前年に比べ
10.1 ポイント低下しました。

ใఏڙґཔͱެ։ࠪ

ࠪಛผใ੍ۚͷ׆༻

৽ͨͳ࢘ࣄܐ๏੍ʹରԠͨ͠औ

　県警察では、ウェブサイトなど様々な媒体を活用し、捜査に対する協力、事件に関する情報の提供を広く呼び掛けてい
ます。
　また、被疑者の発見・検挙や犯罪の再発防止のため、必要がある場合は、被疑者の氏名等を広く一般に公表して捜査を
行う公開捜査を行う場合があります。

　警察庁では、平成 19 年度から、国民からの情報提供を促進し重要犯罪等の検挙を図るため、公的懸賞金制度である捜
査特別報奨金による懸賞広告制度を導入し、警察庁ウェブサイト（http://www.npa.go.jp）等で対象となる事件等につい
て広報しています。対象事件は、県警察ウェブサイトでも閲覧できます。

　令和元年６月１日に刑事訴訟法の一部を改正する法律が全面施行され、取調べの録音・録画制度や合理化・効率化され
た通信傍受が導入されました。県警察では、これらの新たな刑事司法制度に対応するための取組を推進しています。

　特殊詐欺とは、被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した預貯金口座への振込みやその他の
方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪（現金等を脅し取る恐喝及び隙を見てキャッシュカード等を窃
取する窃盗を含む。）の総称です。
  令和２年における秋田県内の特殊詐欺の認知件数は、前年より増加しており、特に警察官や金融機関職員をかたって
キャッシュカードをだまし取る預貯金詐欺及び電子マネー利用権等をだまし取る架空料金請求詐欺の被害が認知件数、被
害額ともに高水準で推移しているなど、深刻な状況にあります。
  県警察では、依然として多数の被害が発生しているこれら特殊詐欺を撲滅するため、引き続き諸対策を推進しています。

特殊詐欺対策
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暴力団犯罪の取締の強化
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　暴力団は、繁華街や住宅街における拳銃を使用した凶悪な犯罪や、自己の意に沿わない事業者を対象とした報復・見せ
しめ目的の襲撃事件を敢行したり組織の存続をめぐって銃器を用いた対立抗争事件を引き起こしたりするなど、自己の目
的を遂げるためには手段を選ばない凶悪性がみられ、依然として社会にとって大きな脅威となっています。
　また、近年、みかじめ料要求等の伝統的な資金獲得活動等に加え、組織実態を隠蔽しながら建設業、金融業等各種事業
活動へ進出して一般社会での資金獲得活動を活発化させているほか、振り込め詐欺を始めとする特殊詐欺等に関与するな
ど、その活動分野を更に拡大している状況がうかがわれます。
　平成 27 年には最大の暴力団組織が分裂したことにより、全国各地で対立抗争に起因するとみられる殺人事件等が発生
しました。その後新たに結成された組織が更に内部分裂を起こし、抗争が激化して一般市民が巻き添えに遭うおそれがあ
るなど予断を許さない情勢が続いています。

　県警察では、暴力団のいない安全で安心な暮らしを守るため、次のような活動を行っています。
　・　暴力団犯罪取締りの徹底
　・　暴力団対策法の効果的な運用
　・　暴力団排除条例等を踏まえ、社会が一体となった暴力団排除活動の推進
　・　暴力団員の離脱支援や離脱者の社会復帰対策

　暴力団対策法では、指定暴力団員が所属組織の威力を示して行う暴力的要求行為や暴力団への加入強要等を禁止してお
り、これら行為を行った暴力団員等に対し、公安委員会が中止命令等を発出することができる旨規定されています。県警

　暴力団の不当要求による被害を防止するため、( 公財 ) 暴力
団壊滅秋田県民会議と連携し、各事業所から届出を受けた不
当要求防止責任者を受講対象とする責任者講習を県内各地で
開催しています。

薬物・銃器事犯の取締りの強化

　令和２年中の秋田県における薬物事犯の検挙
人員は、前年に比べ５人減少したものの、高止
まり傾向にあります。薬物事件の中でも、覚醒
剤の検挙人員が全体の約 50％を占めているほ
か、近年、大麻の検挙人員の割合が、増加傾向
にあるなど薬物情勢は依然として厳しい状況に
あります。
　また、全検挙人員の約 10％が暴力団構成員等
であるのに対し、会社員や無職など一般人の割
合が約 90％と高く、最近は社会全体に薬物が蔓
延している状況がうかがわれます。

察では、令和２年中、不当要求行為をした暴力団幹部組員に対
して中止命令３件、再発防止命令１件の行政命令を発出し、暴
力団犯罪の取締りと併せて暴力団対策法の効果的な運用を図っ
ています。

県内で押収した大麻草
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犯罪のグローバル化・犯罪インフラ対策

　全国における近年の覚醒剤事犯の特徴としては、検挙人員のうち半数
程度を暴力団構成員等が占めていることのほか、30 代以上の検挙人員
が多いことや、他の薬物事犯と比べて再犯者の占める割合が高いことが
挙げられます。
　一方、大麻事犯の検挙人員は６年連続で増加しており、覚醒剤事犯に
次いで検挙人員の多い薬物事犯となっています。近年の大麻事犯の特徴
としては、他の薬物事犯と比べて、全検挙人員のうち初犯者や 20 代以
下の若年層の占める割合が高いことが挙げられます。

　全国的に暴力団等によるとみられる銃器発砲事件が相次いで発生し、
国民の平穏な日常生活の脅威となっています。県内では、平成 13 年を
最後に発砲事件はないものの、令和２年中に軍用拳銃２丁を発見・押収
しています。

　最近の来日外国人犯罪の特徴として、犯罪組織の日本への浸透、構成員の多国籍化、犯罪行為の世界的展開等、犯罪の
グローバル化の様相を呈しており、治安に対する重大な脅威となっています。
　犯罪のグローバル化が進む背景には、国際犯罪組織が、犯罪を助長し、又は容易にする基盤である他人名義の携帯電話
などの「犯罪インフラ」を利用して、各種犯罪を効率的に敢行している状況がうかがわれます。
　犯罪インフラとは、犯罪を助長し、又は容易にする基盤のことをいい、基盤そのものが合法であっても犯罪に悪用され
ている場合は犯罪インフラと位置づけています。犯罪インフラは、社会の様々な分野に張り巡らされていることから、あ
らゆる警察活動を通じて情報を収集・分析し、取締りの対策に還元しています。

　県警察では、金融機関、携帯電話事業者を始め、各種制度やサービスを所管・提供している関係機関・団体等との間で
犯罪インフラについて情報共有を推進しているほか、犯罪インフラ対策講話を行うなど、その理解と協力を得ながら、関
係機関・団体等との連携強化に努めています。

　近年、在留外国人が増加している情勢を踏まえ、関係行政機関、
住民団体及び企業等と協調し、各種警察活動を的確に行うことによ
り、在留外国人に係る犯罪被害の防止を図るため、各種警察活動に
よる県内の在留外国人等の実態把握を行うほか、把握している技能
実習生に対する防犯講習・交通安全講習及び関係行政機関との連携
強化などを推進し、在留外国人に係る犯罪被害の防止を推進してお
ります。

　匿名による犯罪の通報を受け付ける電話番号として、匿名通報ダイヤルがあります。
　匿名通報ダイヤルとは、暴力団が関与する犯罪、犯罪インフラ事犯、薬物事犯、拳銃事犯、特殊詐欺、少年福祉犯罪、
児童虐待事案、人身取引事犯等の検挙や被害者の早期保護等を図るため、警察庁の委託を受けた民間団体が、匿名による
通報を電話やウェブサイト上で受け、これを警察に提供しているものです。
　有効な通報には最大１０万円の情報料が支給されます。　
　　　フリーダイヤル　0120-924-839
　　　ウェブサイト　　http://www.tokumei24.jp
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科学技術の活用
現ؑࣝ׆ಈ
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　現場鑑識活動は、犯罪現場から各種の証拠
物件や指紋等の現場資料を発見・収集し、事
件解決に必要な情報を得ることであり、犯罪
鑑識の原点です。
　科学捜査の重要性が高まる中、最新の技術
や機器を駆使した現場鑑識活動が行われてい
ます。

　県警察では、被疑者から採
取した指掌紋と犯人が犯罪現
場等に遺留したと認められる
指掌紋をデータベースに登録
しています。
　これらの指掌紋を自動で照
合する指掌紋自動識別システ
ムを運用し、迅速かつ効果的
な犯人の割り出しや余罪の確
認等を行っています。

　ＤＮＡ型鑑定とは、ヒト身体組織の細胞内に存在する
ＤＮＡ ( デオキシリボ核酸 ) の塩基配列を分析することに
よって、個人を高い精度で識別する鑑定法です。
　警察で行っているＤＮＡ型鑑定は、主にＳＴＲ型検査
法と呼ばれるもので、ＳＴＲと呼ばれる特徴的な塩基配
列の繰り返し回数に個人差があることを利用し、個人を
識別する検査法です。ＤＮＡ型鑑定は主に犯罪捜査等に
活用されており、殺人事件等の凶悪事件のほか、窃盗事
件等の身近な犯罪の解決にも成果を上げています。
　また、各種ＤＮＡ型記録をデータベースに登録し、未
解決事件の捜査をはじめとする様々な事件の捜査におい
て犯人の割り出しや余罪の確認等に活用しています。
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テロの未然防止・大規模災害を含めた緊急事態等への的確な対応
ਫࡍରࡦͷڧԽ
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　県警察では、海・空からのテロリスト
の侵入を防ぐため、海港及び空港での警
戒や沿岸線の警戒を強化しています。

　県警察では、重要施設や空港、駅など
の公共交通機関のほか、ショッピング
モールなど不特定多数の人が集まるソフ
トターゲットにおける警戒警備を強化し
ています。

രൃͷݪྉͱͳΓಘΔԽֶ࣭ͷదਖ਼ཧͷਪਐ
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　県警察では、市販の化学物質を原料として製造した爆発物が、
テロ等の事件に使用されないよう、化学物質の販売事業者等を
対象とした個別訪問や不審購入者対応訓練を行うなどして、保
管管理の徹底や早期通報を要請しています。

　県警察では、「日本一安全で安心な秋田県の実現」という基
本理念の下、「テロ対策推進・美の国あきたパートナーシップ」
を設立するとともに、県内全 14 警察署でも同様の官民連携ネッ
トワークを構築しています。東京オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会を始めとする大規模国際イベントの開催を見据え、
テロに強い社会の実現・テロの未然防止を推進することを目的
として、官民一体となったテロ対策を推進しています。

　平成７年に発生した阪神・淡路大震災を契機に、全国の都道
府県警察に高度な救出・救助能力を有する「広域緊急援助隊」
が設置され、災害対策のエキスパートとして各種災害現場にお
いて救出救助活動に当たっています。
　令和２年中は、救出救助技術の向上、他県警察との連携強化
を目的として、東北六県の広域緊急援助隊合同訓練に参加した
ほか、秋田県総合防災訓練に参加し、関係機関と連携した救出
救助訓練を実施しました。

自然災害等への対応
　令和２年中に発生した県内の主な災害は、大雨や強風による
もので、特に７月の局地的大雨は、住家の浸水、道路冠水等多
くの被害をもたらしました。県警察は、関係機関と連携して、
住民の安否確認や道路冠水等の現場周辺での交通整理等の活動
を実施しました。
　県警察では、災害による被害拡大防止のため、平素から関係
機関との連携を強化し、有事に備えた実戦的な訓練を実施して、
県民の安全確保に努めています。



16

【特集】秋田県警察の高齢者対策
　秋田県は令和２年７月時点で高齢者が約 38％を占めるなど、全国で最も高齢化が進んでいる県です。高齢化先進県で
ある当県警察において、高齢者の皆さんが安心して生活できるような各種取組の重要性がますます増しているのが現状で
す。秋田県警察では、部門を超えて一体となり、高齢者対策を推進してまいります。

警　　෦

ੜ҆׆શ෦

ަ　௨　෦

警察安全相談窓口の周知
　県警ホームページや広報活動を通じて「＃９１１０」などの警察相
談電話及び窓口の周知を行っております。

認知症サポーター養成講座の開催
　警察署及び警察学校において認知症サポータ－教養を行い、令和２
年中は 117 人が受講するなど積極的な認知症支援対策を行っています。

認知症サポータ養成講座の
受講の様子

地域コミュニティ支援活動
　地域の防犯ボランティア、関係機関・団体と連携を図り、地域安全ネットワーク推進交流会、高齢者セーフティ研修会、
地域の高齢者を対象とした防犯教室、警察署と地元企業の防犯協定の締結等を推進しています。

広報活動
　Twitter、ＮＨＫ総合テレビジョンのデジタル放送等を活用した多角的な広報啓発活動を推進しています。
　また、高齢者安全・安心アドバイザーに広報啓発資料を提供し、訪問先の方々に情報提供を行っています。

交通事故分析に基づいた対策の推進
　県内の交通事故過去５年間の傾向を分析すると、高齢者の死者のうち最も多
いのは歩行中、次いで車両運転中でした。県警察ではこの分析結果をもとに高
齢歩行者対策、高齢運転者対策の推進を重点的に実施してまいります。

高齢者安全安心「ふれあい塾」による体験型講習
　交通安全教育車「まもあい号」を活用し、参加・体験・実践型の交通安全教
育を実施しています。

反射材の普及促進
　靴専門店やカバン専門店等と連携し、反射材コーナーの設置、商品購入者へ
の反射材の配布、貼付けを行っています。

ドライブレコーダーを活用した交通安全指導
　一定の期間に複数回交通事故を起こした高齢者などを訪問し交通安全指導を
行うとともに、ドライブレコーダーを一定期間貸出し、その間の走行状況を確
認指導するなど、交通事故を防止するための活動を行っています。

物理的な被害防止対策
　貸出し用の自動通話録音（警告）機を各警察署等に追加配布したほか、金融
機関に対してＡＴＭ利用引出制限を依頼しています。

高齢者に対する情報発信活動
　高齢者の方に対する重点的な巡回連絡を行い、各種犯罪被害防止の呼び掛け
を行っています。　
　また、ミニ広報紙、地域コミュニティラジオ、自治体広報などを活用し、よ
り多角的な情報発信を行っています。

運転免許返納の促進に向けた活動
　バス協会等から寄贈された交通安全エコバッグを運転免許を返納した高齢者に配布しています。バス会社においても、
優遇回数券を購入した高齢者に同バッグを配布しています。
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犯罪被害者等への情報提供
　犯罪被害者等に捜査状況等の情報を提供する被
害者連絡を行っています。
　また、パンフレット「被害者の手引」等を配布
するなど、必要な情報をタイムリーに提供するよ
う努めています。

経済的負担の軽減
　犯罪捜査のために必要な診断書等の経費を公費
で負担し、経済的負担を軽減しています。
　また、殺人等の故意の犯罪行為により不慮の死
を遂げた犯罪被害者の遺族又は重傷病若しくは障
害という被害を受けた犯罪被害者に対して、国が
給付金を支給する犯罪被害給付制度があります。
県警察では、この制度についての教示や必要な手
続等を行っています。

相談・カウンセリング体制の整備
　不安やショックを受けている犯罪被害者等のた
め、警察職員による病院への付添い、相談対応な
どを行っています。また、心身に不調を感じてい
る方には、臨床心理士によるカウンセリングも
行っています。

犯罪被害者等の安全確保
　再被害を受けないようにパトロールを強化する
など、安全確保に努めています。

被害者支援の推進

　犯罪や交通事故の被害者及
びその家族又は遺族（以下「犯
罪被害者等」という。）は、身
体への直接的な被害にとどま
らず、精神的・経済的被害も
受けています。警察は、犯罪
被害者等が再び平穏な生活を
営めるようになるまで必要な
支援を途切れることなく受け
られるよう、関係機関・団体
と連携した支援活動を行って
います。

警察ʹΑΔ൜ࡑඃࢧऀԉ

被害者の手引・手記

犯罪被害者等のこころにふれる講演会
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　社会全体で犯罪被害者等を支える取組
　県警察では、小・中学校及び高等学校におい
て、犯罪被害者等による講演「命の大切さ学習
教室」を開催するとともに、犯罪被害者等の「声」
や「思い」がつづられた手記の作成、「犯罪被
害者いのちのパネル展」の開催などを通じ、犯
罪被害者等の心情や支援の必要性等の理解浸透
に努めています。
　また、犯罪被害者支援大学生ボランティアと
共に広報啓発活動を推進するなど、社会全体で
犯罪被害者等を支え、犯罪の起きにくい社会づ
くりに取り組んでいます。

　ネットワークの構築
　県警察では、犯罪被害者等が必要な支援を
受けられるよう、県警察本部と各警察署に関
係機関・団体とのネットワークを構築しています。また、自治体や（公社）秋田被害者支援センターと連携し、各種支援
活動及び犯罪被害者支援の広報啓発活動を行っています。

　（公社）秋田被害者支援センターの活動
　「（公社）秋田被害者支援センター」（平成 17 年４月秋田県公安委員会指定「犯罪被害者等早期援助団体」）では、
　・　犯罪被害、交通事故などの電話相談及び面接相談
　・　病院や裁判などへの付添い
　・　被害者の現状等を周知するための広報啓発活動
等の活動を行っています。

　６月 30日は『犯罪被害を考える日』
　11 月 25 日～ 12 月１日は『犯罪被害者週間』です
　犯罪被害を考える日及び犯罪被害者週間の期間中に県内におい
て広報啓発活動を実施しています。
　県民が犯罪被害者等に関心を向け、どのような状
況に置かれているのか、どのような気持ちで過ごし
ているかなど、その立場に立って考え理解を深め、
地域社会における支援を広げています。

命の大切さ学習教室

生命のメッセージ展 犯罪被害者いのちのパネル展

未解決事件の広報啓発活動 街頭キャンペーン

犯罪被害者支援大学生ボランティア等による
広報啓発活動

ͷ͓कΓڕۚ
交通事故遺族の協力を得て、金魚の
お守りを手作りし、配布しています。
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公安委員会の活動 ळా҆ެݝҕ員ձ

ެ҆ҕ員ձͷׂ

ެ҆ҕ員ձͷ׆ಈ

ۤͷਃग़੍

警察ॺٞڠձͷఏݴʹର͢Δ警察ॺͷऔ

警察署協議会

　公安委員会は、警察の民主的運営、政治的中
立性の確保の目的で導入された合議制の行政機
関で、県民の良識を代表して、警察の業務に県
民の考えを反映させるなどの重要な役割を果た
しています。
　国に国家公安委員会を置いて警察庁を管理し、
都道府県に都道府県公安委員会を置いて都道府
県警察を管理しています。
　秋田県公安委員会は、県知事が県議会の同意
を得て任命した３人の委員で構成されており、
任期は３年です。

　公安委員会は、管内における事件、事故及び災害の発生等に対する
警察の取組、治安情勢とそれを踏まえた警察の各種施策、組織や人事
管理の状況等について、警察本部長等から報告を受け、必要な提言を
行っています。定例の会議は、おおむね週１回開催しており、令和２
年中は、45 回開催しています。
　そのほか、運転免許、交通規制、犯罪被害者等給付金の支給に関す
る裁定、古物営業等の各種営業の監督等、国民生活に関わりのある数
多くの行政事務を取り扱っています。

　公安委員会は、定例会議のほか、警察活動の視察、警察署長会議・
警察署協議会への出席、警察職員との意見交換など、様々な活動を行
い警察業務の把握に努めています。公安委員会の定例会議の開催概要
や主な活動状況は、ホームページで公開しています。

　警察職員の職務執行について苦情がある方は、公安委
員会に対し苦情の申出をすることができます。公安委員
会は、苦情の申出があったときは、調査結果等を文書に
より申出者に通知しています。

　警察署の業務運営に地域住民の意向を反映さ
せるため、県内全ての警察署に警察署協議会が
設置され、公安委員会から委嘱された 119 人の
委員によって構成されています。
　令和２年中は、延べ 29 回の会議が開催され、
新型コロナウイルス感染症予防対策、特殊詐欺
被害防止対策、交通事故抑止対策、災害対策な
どの諮問に対して、委員から活発な提言や要望
が出されました。また、警察署協議会委員によ
る新型コロナウイルス感染症対応訓練の視察、
交通事故現場の視察、テロ対処訓練の見学など
が行われました。

　各警察署では、警察署協議会の提言や要望を業務運営に反映させて
おり、令和２年中は、薬局における詐欺被害防止チラシ等の配布、道
の駅等における「あおり運転防止」の広報啓発活動、外国人技能実習
生等に対する自転車交通安全教室などの取組を実施しています。
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県警察ウェブサイト

庁舎見学

警察安全相談

　令和２年に県警察ウェブサイトを更新し、県
民の皆様がより使いやくなるようウェブアクセ
シビリティに配意したものになっています。
　県警察ホームページでは、警察の諸活動や各
種犯罪、交通事故の発生状況をはじめとする各
種統計等を掲載するなど、県民の皆様が安全に
安心して暮らすため必要な情報を常に提供して
います。

　広報広聴課では、庁舎見学を受け付けており
ます。
　対応時間は平日の執務時間内、見学箇所は以
下の通りです。

「広報センター」
　県警察について広くお知らせするため、歴史
的資料や白バイ、制服などを展示しています。

「通信指令室」
　全県からの１１０番通報への対応を行うほ
か、現場の警察官に指令を行っています。

「交通管制センター」
　県内の主要な交差点の信号灯火の制御を行う
とともに、各種交通情報を発信しています。

　新型コロナ感染症対策のため人数や時間を制
限しており、事前予約が必要です。予約の際は、
ホームページを御覧頂くか広報広聴課までお問
合せ下さい。（代表 018-863-1111）

　県警察では、県民からよせられた相談に円滑
に対応することができるよう、県警察本部広報
広聴課に「県民安全相談センター」を、各警察
署に「住民安全相談所」を設置して警察官や専
門相談員が対応しています。
　相談は 24 時間受け付けています。秘密は厳
守しますので、安心して相談してください。

Խڧͷܞɾஂମͱͷ࿈ؔػؔ

　様々な相談や要望に答えるため、県警察では
「県民相談に係る関係機関等連絡協議会」を、各

警察署では「地区相談機関等ネットワーク」を
構築し、関係機関、団体と連携した対応を行っ
ております。
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警察音楽隊

　秋田県警察音楽隊は、警察本部や警察署で勤務する傍ら、演奏訓練、県市町
村の主催する各種行事をはじめ、防犯・交通安全教室、各種行事等での演奏を
通じて「県民と警察との音の架け橋」として活動しています。令和３年度には
当隊の発足 50 周年を迎え、より一層精力的に活動いたします。令和３年 11 月
20 日に 50 周年記念第 40 回定期演奏会を秋田市文化会館で開催予定です。

警察活動を支える情報管理

情報公開制度 苦情の適正な処理

ळాݝ警察૯合ใγεςϜ

૯合ӡసऀཧγεςϜ

警察ใཧγεςϜ

　秋田県警察総合情報システムは、警察活動を支援しているほか、警察本部と警察署
間の情報交換や連絡に活用しています。

　総合運転者管理システムは、運転免許証の即日交付や更新自動受付機の導入による
更新手続の迅速化などの利便性向上のほか、不正取得の防止や危険運転者の早期排除
に活用しています。
　また、運転免許証をＩＣカード化することにより、偽変造の防止やプライバシーの
保護などの安全対策をしています。

　警察情報管理システムは、警察機関での情報を共有しているほか、照会センターを
24 時間体制で運用することにより、迅速な犯人の割り出しや被害品の発見など、捜
査活動に活用しています。

　県警察では、警察行政の透明性を高め、
行政機関としての説明責任を遂行するため、
公安委員会及び警察本部長が保有する行政
文書を秋田県情報公開条例に基づき公開し
ています。公開請求の受付や相談、案内の
窓口は、警察本部内の情報公開センター及
び県内各警察署となっています。

　警察法には苦情申出制度が設けられており、県警察の職務執行
について苦情がある場合は、苦情を申し出ることができます。
　公安委員会に対する苦情申出制度に基づく苦情は、警察本部総
務課公安委員会補佐室において、警察に対する苦情は警察本部県
民安全センターにおいてそれぞれ受理し、迅速かつ適正に対応し
ています。
　各警察署に直接苦情を申し出ることもできます。

更新自動受付機
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教育訓練
警察ֶߍʹ͓͚Δڭҭ܇࿅
採用時教育

　新たに採用された職員に対して、秋
田県警察学校において、職責を自覚さ
せ、使命感を培うとともに、職務執行
に必要な基礎的知識及び技能を修得す
るための教育訓練を行っています。

昇任時教育
　巡査部長（主任）、警部補（係長）、
警部（課長・補佐）に昇任した職員に
対して、東北管区警察学校（宮城県）、
警察大学校（東京都）等において、幹
部として必要な知識等を修得するため
の教育訓練を行っています。

専門教育
　各警察学校では、特定の業務の分野
に関する高度な専門的知識及び技能を
修得させるための教育を行っています。

職ʹ͓͚Δڭҭ܇࿅
職務執行教育

　個々の職員の能力又は職務に応じ
た個人指導や、業務に関する研修会
等により職務執行能力の向上を図っ
ています。　

　県警察では、警察活動を効率的に行うため
に、車両など治安情勢に応じた装備の充実に
努めています。
　警察用車両には、パトカー、捜査用車、交
通事故処理車、白バイのほか機動隊用の特殊
車両などがあり、各警察署などに配備してい
ます。
　警察用車両は、警察機動力の要として、事
件事故の捜査、犯罪の予防、交通取締り、災
害発生時における人命救助など、安全で安心
な県民生活を守るため、警察活動全般にわた
り活用しています。県警察の車両

術科訓練
　各種事件事故に的確に対処できる精強な執行力を確
保するため、柔道・剣道、逮捕術、拳銃操法等の術科
訓練を行っています。特に、実際に発生する可能性の
高い事件を想定した実戦的訓練の強化を図っています。
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各種統計資料

生活安全部

平２８ 29 30 令元 2

出動回数 251 229 205 162 214

救助出動回数 56 50 57 31 56

収容救助回数 16 13 24 8 14

（うち死亡者） ⑵ ⑸ ⑺ ⑶ ⑷

「やまどり」の出動状況（過去５年）

平28 29 30 令元 2

登山 15 10 9 15 7

山菜採り 42 32 26 30 34

きのこ採り 8 1 8 12 12

その他 3 3 2 5 4

合計 68 46 45 62 57

0
20
40
60
80

発
生
件
数

山岳遭難発生状況・目的別（過去５年）

平28 29 30 令元 2

海 5 6 5 9 7

河川 6 5 5 4 10

湖沼地 1 2 3 1 1

用水路等 2 0 4 0 7

合計 14 13 17 14 25

0

10

20

30

水難事故発生・場所別（過去５年）

平28 29 30 令元 2 増減数（人） 増減率（％）

872 1,299 924 670 929 259 38.7%

972 1,507 999 740 961 221 29.9%

19 19 7 14 8 -6 -42.9%

19 20 7 16 9 -7 -43.8%

死者 4 1 0 0 1 1 100.0%

重傷 5 5 3 6 2 -4 -71.4%

軽傷 10 14 4 10 6 -4 -33.3%

区分＼年次

通報件数

目撃頭数

人身被害件数
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������件数

����件数 �����件数

Ҭ՝

令和２年中の山岳遭難
は 57 件発生し、うち山
菜採りによる遭難が 34
件で全体の約６割を占
めます。

県警察航空隊は、ヘリコ
プター「やまどり」を運
航し、登山・山菜採り・
きのこ採り等の山岳遭
難、海・川・湖沼等にお
ける水難者の捜索・救助
活動を行っています。

クマによる人身被害は
８件（９人）であり、
前年比では６件（７人）
減少しました。

令和２年中の 110 番受理
件数は 31,175 件で、前
年比で 3,386 件減少しま
した。

有効受理件数のうち、事
件・事故等に関する通報
が 15,291 件ともっとも
多く全体の約６割を占め
ます。

令和２年中の非有効受
理件数のうち、誤接が
もっとも多く全体の６
割を占めます。

令和２年中の水難は 25
件発生し、うち海と河
川での事故が 17 件で全
体の約７割を占めます。
また、用水路での事故
が増えています。

令和２年中のクマ関連
の通報件数は 929 件、
目 撃 頭 数 は 961 頭 で
あり、前年比では通報
件 数 が 259 件、 目 撃
頭 数 が 221 頭 増 加 し
ました。

௨৴ࢦ令՝

生活安全部の統計資料はこちら
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平28 29 30 令元 2

発生件数 ゎỴ件数

件

年次
区分

157 134 118 106 100
23 18 21 20 17

108 74 84 71 60
13 11 13 12 13
49 60 32 34 38
10 7 6 7 4
0 0 2 1 2
0 0 2 1 0

899 717 668 565 589
220 200 203 198 179

⥲䚷䚷数

≢⨥ᑡ年

ゐἲᑡ年

䛠≢ᑡ年

Ⰻ⾜Ⅽᑡ年

�
䚷
⾜
䚷
ᑡ
䚷
年

��⾜⾜ᑡᑡ年年等等のの᳨᳨ᣲᣲ・・⿵⿵ᑟᑟ状状況況（（過過去去５５年年））

平28 29 30 令元 2

（注）

犯罪少年：罪を犯した14歳以上20歳未満の者
触法少年：刑罰法令に触れる行為をした14歳未満の者

ぐ犯少年：将来、罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をするおそれのある20歳未満の者
不良行為少年：飲酒、喫煙、深夜はいかい等自己又は他人の特性を害する行為をした者
※下段は女子で内数

検挙件数
ストーカー
規制法検挙

他法令検挙 警告

平28 ３０ １４ １６ ３３

29 ３４ １３ ２１ ３４

30 １７ ９ ８ ２２

令元 １７ １０ ７ ２９

2 １５ ９ ６ １７

増 減 △２ △１ △１ △12

９

１７

４

１１

７

ストーカー事案検挙件数の推移

禁止命令

２

区分

年次

検挙件数
ＤＶ防止法

検挙
他法令検挙

平28 ３１ ０ ３１

29 ２９ ０ ２９

30 ２０ ０ ２０

令元 １４ ２ １２

2 ８ ０ ８

増 減 △６ △２ △４

１０

１２

１３

１

配偶者からの暴力事案検挙件数の推移

保護命令

９

１７

区分

年次

前兆事案に対する先制・予防的活動

令和２年中の少年非行の主な特徴

非行少年の学職別 非行少年の罪種別等 窃盗犯の内訳
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発生件数は平成 29 年以
降 200 件を超えており、
平成 30 年が最多となっ
ています。
解決件数は、発生件数の
増減に合わせて推移して
いるものの、発生件数が
200 件超と高止まり状態
です。

ス ト ー カ ー 事 案 の
認 知 件 数 は、116
件 と 前 年 よ り ２ 件

（1.7％）減少しまし
た。高止まりの状態
にあります。

配偶者からの暴力事
案の認知件数は、357
件 と 前 年 よ り １ 件

（0.3％）減少しました。
年間認知件数は、平成
29 年が 366 件と最多
であり、平成 30 年は
307 件と減少していま
すが、350 件前後を横
ばい傾向にあります。

検挙件数は８件と、前
年より６件（42.9％）減
少しました。ＤＶ防止
法検挙は無く、前年よ
り ２ 件 減 少 し ま し た。
他 法 令 検 挙 は ８ 件 と、
前年より４件（33.3％）
減少しました。保護命
令は 13 件と、前年より
１件（8.3％）増加しま
した。　

検挙件数は 15 件と、前
年より２件（11.8％）減
少しました。ストーカー
規 制 法 検 挙 は ９ 件 と、
前年より１件（10.0％）
減少しました。他法令
検挙は６件と、前年よ
り１件（14.3％）減少し
ました。警告は 17 件と、
前年より 12 件（41.4％）
減少しました。禁止命
令は 11 件と、前年より
７件（175.0％）増加し
ました。

非行少年は、高校生が最も多く 25 人、次いで中学生及び小学生が 23 人となっており、高校生、中学生、小学生で全体の 71.0％を占め
ています。窃盗犯として検挙・補導された少年が非行少年全体の 52.0% を占めており、そのうち万引きで、検挙・補導された少年は、
73.1％です。

県内における令和２年
中 の 非 行 少 年 は、100
人 で、 前 年 に 比 べ ６ 人

（5.7％）減少しています。
また、飲酒、喫煙や深夜
はいかい等で補導された
不 良 行 為 少 年 は 589 人
で、前年に比べて 24 人

（4.2％ ) 増加しています。

ຬӀ͘,
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区分＼年次
通࿌人ဨ（人）

ปᝏ≢ 8 
0. 3%

⢒ᭀ≢ 156 
6. 5%

✼┐≢

1,679 
70. 5%

▱⬟≢ 185 
7. 8%

㢼≢ 32 
1. 3%

その他 322 
13. 5%

ฮἲ≢ㄆ▱件数のෆヂ（令䠎年）
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重せ≢⨥のㄆ▱・᳨ᣲ状況の᥎⛣（過去５年）

ㄆ▱件数 ᳨ᣲ件数 ᳨ᣲ人ဨ ᳨ᣲ率

（件・人） （％）

（年

㔜㔜せせ犯犯罪罪のの罪罪種種別別ㄆㄆ▱▱≧≧ἣἣ（（㐣㐣ཤཤ㸳㸳年年））

ᖹ２㸶 ２㸷 㸱㸮 令ඖ ２�

ẅ 人 㸲 㸵 ２ 㸳 ２�

ᙉ 盗 ２ 㸯 㸱 ２ 㸯�

ᨺ ⅆ 㸳 㸳 㸴 㸴 㸱�

ᙉ 制
性  等 㸳 㸲 㸱 㸱 ２�

␎ ྲྀ ㄏ ᣂ
人 ㌟  ㈙ 㸮 㸮 㸯 㸮 㸮�

ᙉ制ࢃいࡘࡏ 㸯㸮 㸯㸲 ２２ 㸯㸯 㸯㸱�

ྜ ィ ２㸴 㸱㸯 㸱㸵 ２㸵 ２㸯 
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ฮἲ≢のㄆ▱・᳨ᣲ状況の᥎⛣（過去５年）

ㄆ▱件数 ᳨ᣲ件数 ᳨ᣲ人ဨ ᳨ᣲ率
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䝃䜲䝞䞊≢⨥᳨ᣲ状況

᳨ᣲ件数 ᳨ᣲ人ဨ

件

児童虐待に係る通告児童数は、平成 28 年から増加傾向にあり、令和２年に警
察から児童相談所に通告した児童数は、394 人と前年より 37 人 (10.4％ ) 増加
しました。　

県内における令和２年
中のサイバー犯罪の検
挙件数は 45 件で、前
年に比べ 48 件（51.6％）
減少し、検挙人員は
34 人で、前年に比べ
６人（15.0％）減少し
ました。また、サイバー
犯罪に関する相談受理
件数は 988 件で、前年
に 比 べ 25 件（2.5 ％）
減少しました。

平成 29 年から特殊詐欺
（オレオレ詐欺、架空料

金請求詐欺等）に関す
る相談を、刑事関係に
分類することとなった
ため、平成 29 年以降の
相談件数が大幅に減少
しています。

令和２年の刑法犯認知件数の内訳は、殺人、強盗等の凶悪犯は８件、暴行、
傷害等の粗暴犯は 156 件、侵入盗、乗り物盗等の窃盗犯は 1,679 件、詐欺、
横領等の知能犯は 185 件、強制わいせつ等の風俗犯は 32 件、住居侵入、
器物損壊等のその他の刑法犯は 322 件となっています。

令和２年の認知件数は
2,382 件、 検 挙 件 数 は
1,638 件、 検 挙 人 員 は
1,007 人 で、 検 挙 率 は
68.8％でした。

令 和 ２ 年 の 重 要 犯 罪
（注）の認知件数は 21

件、検挙件数は 22 件、
検挙人員は 20 人で、検
挙率は 104.8％でした。

（注） 
「重要犯罪」～殺人、強盗、

放火、強制性交等、略取誘
拐・人身売買及び強制わい
せつの罪をいう。

αΠόʔ൜ࡑରࡦ՝

刑事部
ը՝اࣄܐ

刑事部の統計資料はこちら



26

令和２年中の警察安全相談受
理件数は 19,006 件で、前年比
で 1,672 件減少しました。

令和２年の重要窃盗犯
( 注 ) の認知件数は 246
件、検挙件数は 197 件、
検挙人員は 39 人で、検
挙率は 80.1％でした。　
( 注 ) 

「重要窃盗犯」～侵入盗、
自動車盗、ひったくり及
びすりの手口をいう。

刑事部の統計資料はこちら

年次
)%(ྜ減増分区

ฮ法≢(ேဨ) 33 20 25 21 14 △7 △33.3%

≉ู法≢(ேဨ) 4 24 6 10 5 △5 △50.0%

ྜ ィ 37 44 31 31 19 △12 △38.7%
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ぬ㓰㸦ேဨ㸧 20 27 15 17 13 △4 △23.5%
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重せ✼┐のㄆ▱・᳨ᣲ状況の᥎⛣（過去５年）

ㄆ▱件数 ᳨ᣲ件数 ᳨ᣲ人ဨ ᳨ᣲ率

（件・人） （％）

（年）

㔜㔜せせ窃窃盗盗犯犯ののᡭᡭཱཱྀྀ別別ㄆㄆ▱▱≧≧ἣἣ（（㐣㐣ཤཤ㸳㸳年年））
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䕺䛚▱䜙䛫䕺

䕔令䠏年ᗘ㆙ᐹᐁ採用ヨ㦂のᐇணᐃ

䖂ヨ㦂の区分ཬ䜃᪥⛬（ணᐃ）

�㦂ෆ・⏦㎸᭩ ➨ 㸯 ḟ ➨ ２ ḟ ᭱⤊合᱁
ヨ 㦂 区 分

の 㓄 ᕸ ᭶ ᪥
�  ᮇ 㛫

ヨ 㦂 ᪥ ヨ 㦂 ᪥ 発 ⾲ ᪥

᪪ୖ᭶䠔

䚽᭶䚽᪥(䚽) 䡚
䚽᭶䚽᪥(䚽)

ཬ䜃 䠕᭶ୖ᪪

䚽᭶䚽᪥㻔䚽)

䚽᭶䚽᪥㻔䚽)

䚽᭶䚽᪥(䚽)
䠔᭶ୗ᪪

᪪୰᭶01

䚽᭶䚽᪥(䚽) 䡚 ཬ䜃 㻝㻝᭶ୗ᪪

11᭶୰᪪

᪪୰᭶01䠞ᐁᐹ㆙

ዪᛶ㆙ᐹᐁ䠞 䚽᭶䚽᪥(䚽) 䡚 ཬ䜃 㻝㻝᭶ୗ᪪

（䠝区分௨እ） 11᭶୰᪪

䈜 ヲ䛧䛔᪥⛬䚸採用ணᐃ人ဨཬ䜃�㦂㈨᱁䛿䚸⛅⏣┴人事ጤဨ䛛䜙බ⾲䛥䜜䜎䛩䚹

䖂ヨ㦂の✀目ཬ䜃᪉ἲ（ணᐃ）

➨�次ヨ㦂

ᐜෆ・ἲ᪉目✀㦂ヨ

య ຊ ヨ 㦂 ㆙ᐹᐁ䛸䛧䛶⫋ົ㐙⾜にᚲせ䛺యຊに䛴䛔䛶のᐇᢏヨ㦂

（５✀目） （ᥱຊ䚸❧䛱ᖜ㊴䜃䚸ୖయ㉳こ䛧䚸ᶓ㊴䜃䚸㻞㻜䡉䝅䝱䝖䝹䝷䞁）

ᩍ 㣴 ヨ 㦂 ㆙ᐹᐁ䛸䛧䛶ᚲせ䛺୍⯡▱㆑ཬ䜃⬟ຊに䛴䛔䛶の➹グヨ㦂

（ᢥ୍ᘧ㻡㻜ၥ㻝㻞㻜分） （♫䚸人ᩥ䚸⮬↛䚸ᩥ❶�ゎ䚸ุ᩿᥎�䚸数的᥎�・㈨ᩱゎ㔘）

ㄽ（స）ᩥヨ㦂 ᩥ❶によるㄢ㢟ᢕᥱຊ䚸ㄽ�的ᛮ⪃ຊ䚸ᩥ❶⾲⌧ຊ等䜢ၥ䛖ヨ㦂

（グ㏙ᘧ�㢟6㻜分）

➨䠎次ヨ㦂

ᐜෆ・ἲ᪉目✀㦂ヨ

ཱྀ ㏙ ヨ 㦂 人≀に䛴䛔䛶の㞟ᅋ㠃᥋ཬ䜃ಶ別㠃᥋によるヨ㦂

㐺 ᛶ ᳨ ᰝ ⫋ົ㐙⾜にᚲせ䛺㐺ᛶに䛴䛔䛶の᳨ᰝ

身య⢭ᐦ᳨ᰝ ᗣデ᩿᭩のᥦฟによる㆙ᐹᐁ䛸䛧䛶⫋ົ㐙⾜にᚲせ䛺ᗣᗘཬ䜃身య等に䛴䛔䛶の᳨ᰝ

䈜 採用ヨ㦂のヲ⣽䛿䚸ྛヨ㦂区分の�㦂ෆ䜢☜ㄆ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹

䕿採用に㛵䛩る䛚ၥ合䛫ඛ

⛅⏣┴㆙ᐹᮏ㒊 ㆙ົㄢ人事・採用ಀ （採用䝣䝸䞊䝎䜲䝲䝹 01㻞0-863314）

㆙ ᐹ ᐁ A
ዪᛶ㆙ᐹᐁA

（༞ཪ䛿༞ぢ㎸䜏）
（䠎ᅇ目）

㆙ ᐹ ᐁ A
ዪᛶ㆙ᐹᐁA

（༞ཪ䛿༞ぢ㎸䜏）
（�ᅇ目）

䚽᭶䚽᪥(䚽)

䚽᭶䚽᪥㻔䚽)
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䚽᭶䚽᪥(䚽)

䕿ヨ㦂区分ཬ䜃᪥⛬（ணᐃ）

ヨ 㦂 区 分
� 㦂  ෆ

�  ᮇ 㛫
➨ � 次 ➨ 䠎 次 ᭱ ⤊ 合 ᱁

බ ⾲ ᪥ ヨ 㦂 ᪥ ヨ 㦂 ᪥ 発 ⾲ ᪥

㆙ ᐹ ᐁ 䠝 ５᭶㻝㻜᪥（᭶） 䠔᭶ୖ᪪
ዪᛶ㆙ᐹᐁ䠝

５᭶㻝㻜᪥（᭶） 䡚 䠓᭶㻝㻝᪥（᪥） ཬ䜃 䠕᭶ୖ᪪
（༞ཪ䛿༞ぢ㎸䜏）

䠒᭶䠐᪥（㔠） 䠔᭶ୗ᪪
（➨�ᅇ）

㆙ ᐹ ᐁ 䠝
䠓᭶㻞㻢᪥（᭶） 㻝㻜᭶୰᪪

ዪᛶ㆙ᐹᐁ䠝 䠓᭶㻞㻢᪥（᭶） 䡚 䠕᭶㻝㻥᪥（᪥） ཬ䜃 㻝㻝᭶ୗ᪪
（༞ཪ䛿༞ぢ㎸䜏）

䠔᭶㻞㻜᪥（㔠） 㻝㻝᭶ୖ᪪
（➨䠎ᅇ）

㆙ ᐹ ᐁ 䠞 䠓᭶㻞㻢᪥（᭶） 㻝㻜᭶୰᪪
ዪᛶ㆙ᐹᐁ䠞 䠓᭶㻞㻢᪥（᭶） 䡚 䠕᭶㻝㻥᪥（᪥） ཬ䜃 㻝㻝᭶ୗ᪪
（䠝区分௨እ） 䠔᭶㻞㻜᪥（㔠） 㻝㻝᭶୰᪪

䈜ヲ䛧䛔᪥⛬䚸採用ணᐃ人ဨཬ䜃�㦂㈨᱁に䛴䛔䛶䛿䚸⛅⏣┴㆙ᐹ䝩䞊䝮䝨䞊䝆䛺䛹䛷☜ㄆ䛧䛶䛟
䛰䛥䛔䚹

䕿ヨ㦂の✀目ཬ䜃᪉ἲ・ෆᐜ（ணᐃ）
➨�次ヨ㦂

ᐜෆ・ἲ᪉目✀㦂ヨ

ᩍ 㣴 ヨ 㦂 ㆙ᐹᐁ䛸䛧䛶ᚲせ䛺୍⯡▱㆑ཬ䜃⬟ຊに䛴䛔䛶の➹グヨ㦂
（ᢥ୍ᘧ㻡㻜ၥ㻝㻞㻜分） （ฟ㢟分㔝䠖♫䚸人ᩥ䚸⮬↛䚸ᩥ❶�ゎ䚸ุ᩿᥎�䚸数的᥎�・㈨ᩱゎ㔘）

ㄽ （ స ） ᩥ ヨ 㦂 ᩥ❶によるㄢ㢟ᢕᥱຊ䚸ㄽ�的ᛮ⪃ຊ䚸ᩥ❶⾲⌧ຊ等䜢ၥ䛖ヨ㦂
（グ㏙ᘧ�㢟㻢㻜分） （ㄽ（స）ᩥ用⣬�ᯛ㻤㻜㻜Ꮠ⛬ᗘ）

➨䠎次ヨ㦂

ᐜෆ・ἲ᪉目✀㦂ヨ

య ຊ ヨ 㦂 ㆙ᐹᐁ䛸䛧䛶⫋ົ㐙⾜にᚲせ䛺యຊに䛴䛔䛶のᐇᢏヨ㦂
（䠐✀目） （ᥱຊ䚸❧䛱ᖜ㊴䜃䚸ᶓ㊴䜃䚸䝞䞊䝢䞊䝔䝇䝖）

ཱྀ ㏙ ヨ 㦂 人≀に䛴䛔䛶のಶ別㠃᥋によるヨ㦂

㐺 ᛶ ᳨ ᰝ ⫋ົ㐙⾜にᚲせ䛺㐺ᛶに䛴䛔䛶の᳨ᰝ

身య⢭ᐦ᳨ᰝ デ᩿᭩ᥦฟによる㆙ᐹᐁ䛸䛧䛶⫋ົ㐙⾜にᚲせ䛺ᗣᗘཬ䜃身య等に䛴䛔䛶の᳨ᰝ

䈜採用ヨ㦂のヲ⣽䛿䚸ྛヨ㦂区分の�㦂ෆ䜢☜ㄆ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹

䕿採用に㛵䛩る䛚ၥ合䛫ඛ
⛅⏣┴㆙ᐹᮏ㒊 ㆙ົㄢ人事・採用ಀ（採用䝣䝸䞊䝎䜲䝲䝹 㻜㻝㻞㻜-㻤㻢33㻝4）



犯罪の起きにくい社会づくりの推進

交通死亡事故の抑止

重要犯罪・組織犯罪等への的確な対応

テロの未然防止・大規模災害を含めた
緊急事態等への的確な対応

被害者支援の推進

秋田県警察組織図

あなたの街の警察署

県警察の体制 （令和３年４月１日現在）

警　察　官 警察行政職員 合　　計

１，９８９人 ２，３７７人３８８人

令和３年

秋田県警察運営の基本方針と
重点目標

安全で安心な秋田を守る
力強い警察

秋田県公安委員会

秋田県警察本部

　●　盗難、暴力被害、交通事故の届け出 １１０番
く近、は又 　　　 の警察署・交番・駐在所へ

　●　行方不明者の届け出 各警察署生活安全課へ

　●　登山の届け出 警察本部地域課へ　または山岳を
管轄する警察署、交番、駐在所へ

  ●　警察安全相談
　　　 警察署住民安全相談所又は県民安全相談センターへ ＃９１１０

または（０１８）８６４－９１１０
ＦＡＸ　（０１８）８６４－８９９９

　●　警察への要望・意見・苦情等
　　　 ０１１０－４２８）８１０（係聴広報広署察警各

９９９８－４６８）８１０（　ＸＡＦへ番０１１声の民県、はたま　 　　
　　　 電話・手紙・ホームページでも受け付けています。

　●　性犯罪被害等の相談
　　　 ）んさトーハ（３０１８＃課一第査捜部本察警
　　　 ）ルヤイダーリフ（ ０１１－８２０－０２１０話電談相害被罪犯性

　●　サイバー犯罪の相談・情報
（　番０１１罪犯ーバイサ 　　　 ０１８）８６５－８１１０
E-Mail：mail_110@gaea.ocn.ne.jp

　●　少年の悩み事相談
（話電こびまや 　　　 ０１８）８２４－１２１２（FAX・電話兼用）

 　　　
　　　 警察署少年サポートセンター

　●　犯罪や交通事故の被害に関する悩み相談
　　　 （公社）秋田被 ７３９５－３９８）８１０（ータンセ援支者害

０１２０－６２－８０１０（フリーダイヤル）
（月～金　１０：００～１６：００　祝日、年末年始を除く）

　●　暴力団に関する相談
　　　 （公財）暴力団 ９８９８－４２８）８１０（議会民県田秋滅壊

０１２０－８９３－１８４（フリーダイヤル）
（月～金　９：００～１７：００　祝日、年末年始を除く）

　●　薬物・拳銃・虐待・人身取引等の情報提供
　　　 ）ルヤイダーリフ（９３８－４２９－０２１０ルヤイダ報通名匿

(月～金　９：００～１８：１５）
pj.42iemukot.www付受ンイランオ間時42 　　　

       モバイ i/pj.42iemukot.wwwトイサ用ル

  ●　自動車運転免許に関するお問い合わせ　
　　　 更新・再交付・国外免許に関する相談 （０１８）８２４－３７３８
　　　 試験・免許証の失効手続きに関する相談 （０１８）８６２－７５７０
　　　 ２２８３－４２８）８１０（談相るす関に分処政行等止停
　　　 病気の方の免許取得、更新等運転適性に関する相談 （０１８）８２４－０６６０

（０１８）８２４－０７０６　＃８０８０（ハレバレ）

　●　運転免許テレホンサービス
　　　 ００１６－４２８）８１０（き続手新更
　　　 ００２６－４２８）８１０（験試許免
　　　 ００３６－４２８）８１０（き続手付交再
　　　 ００４６－４２８）８１０（き続手効失の証許免
　　　 ００５６－４２８）８１０（き続手許免外国

　●　交通情報（日本道路交通情報センター）
　　　 ）用専SHP・帯携（１１０８＃ルヤイダ縮短帯携
　　　 ）スンダイガ声音（６６６６－９６３３－０５０ルヤイダ通共国全
　　　 ）用専答応動自（００７６－９６３３－０５０ルヤイダ速高国全
　　　 １６７６－９６３３－０５０報情速高方地北東
　　　 ５０６６－９６３３－０５０報情田秋

　●　警察本部庁舎の見学申込み
　　　 １１１１－３６８）８１０（課聴広報広部本察警

　●　警察音楽隊の演奏申込み 各警察署広報広聴係
または、警察本部広報広聴課へ

　●　秋田県警察　Twitter アカウント名　「秋田県警察本部」  「＠akita_mamoru_ai」

　●　秋田県警察　採用Twitter アカウント名　「秋田県警察　採用係」  「＠api_saiyo」

　●　秋田県警察　採用Instagram アカウント名　「秋田県警察　採用係」  「api_saiyo」

４　各種申込み

５　その他　各種情報発信、警察官採用試験情報

窓口の御案内　　 事件・事故等でお急ぎの場合は、１１０番通報してください

１　各種届出

２　警察本部等への相談

３　各種お問い合わせ先



秋田のまもり

秋田県警察

令和３年

AKITA  PREFECTURAL  POLICE

～県民に寄り添い　県民とともに～
～社会の変化に対応した警察活動の推進～

発行 令和３年４月１日

秋田県警察本部 警務部広報広聴課
〒０１０－０９５１秋田市山王四丁目１番５号

ホームページ httpｓ://www.police.pref.akita.ｌｇ.jp

秋田県警察本部Twitter
アカウント名「秋田県警察本部」

「＠akita_mamoru_ai」

秋田県警察
犯罪抑止対策Twitter

アカウント名
「秋田県警察犯罪抑止」
「＠akita_hanyoku」

秋田県警察採用
Twitter

アカウント名「秋田県警察 採用係」
「＠api_saiyo」

Instagram
アカウント名「秋田県警察 採用係」

「api_saiyo」




